
（知事部局）

  

（うち通報の事実はあるが、違法又は不正・不当とは認められないもの）

（うち通報内容が事実とは認められないもの）

（１）調査の結果、是正の必要がないもの

③
所管外であるため不受理とし、教育委員会に回付
した。（処理状況については、教育委員会②を参
照のこと。）

2

和歌山県の公用車が指示器を出さずに割り込んできたの
で非常に危なかった。

（２）県の行政事務処理、その他に関するもの 1 ③

(1)通報者別

知事部局で受理した通報内容と処理状況2

①②（１）職員の不正・不当な執務又は行為に関するもの

処　理　状　況

①

②
全ての部局に対し、定められた喫煙場所で喫煙す
るよう改めて周知した。

南別館に勤務する職員が、勤務時間中、隣接する駐車場
にとめている自家用車内で喫煙している。

知事部局

ある課の職員は、電話中に、一方的に切ったり、話を聞か
ずに無視するなどの応対をした。

2

職員等

匿名

当該職員は丁寧に応対したと考えており、通報者
が繰り返し同じ話をされたため、お断りした上で切
電したが、今後は相手の気持ちに配慮してより丁
寧に応対するよう指導した。

令和元年9月13日
資　　料　　提　　供

担
当
課

通報者

不正行為等通報の受理・処理状況について

件　数(件)

　令和元年8月中に監察査察監・監察査察課で受理した不正行為等通報（知事部局（労働委員会を含む。）の業
務に係るもの)及び教育委員会事務局で受理した不正行為等通報（教育委員会（県立学校等を含む。）の業務に
係るもの）について、概要を公表します。

知事部局の通報の件数

総務課　田中（内3746）  直通℡073-441-3640
健康体育課　中嶋（内3694）

件　数(件)

1

通報者

電子メール

通　報　内　容

郵便・FAX

3

電話

3

1

計

（２）調査を契機に是正がなされた又は是正措置を講じたもの

②（うち通報の有無にかかわらず是正措置を講じるなど、対応しているもの）

（うち通報された情報だけでは、事実確認が困難なもの）

①

監察査察課　窪田（内2136)　市場（内2135）
直通℡073-441-2136

教育委員会

（知事部局）・・・・・監察査察監・監察査察課で受理・調査・処理

3計

面談

(2)通報方法別

県民等

　通報内容を分類すると次のようになります。

（３）調査を継続中としたもの

　なお、通報に係る調査・処理結果を分類すると次のようになります。

1（４）不受理としたもの

2

1

③

1



（教育委員会）

 

(1)通報者別 (2)通報方法別

3

　前月（７月）以前に受理した通報で「調査中」としていた事案のその後の処理状況については、次のとおりで
す。

1

ある振興局が行っている県道拡幅工事について、
過去からの話し合いの矛盾点・相違点を明確にし
た上で、協力したい。

調査の結果、これまでの県の対応等に大きな問題
はなく、矛盾点・相違点を明確にする上で、通報者
の理解も必要であることが確認できた。

R1.6月③

1 ②

（うち通報された情報だけでは、事実確認が困難なもの）

1

①

　　　前月（7月）以前に受理した通報で「調査中」としていた事案はありません。

教育委員会の前々月以前の通報に係る処理状況

（４）不受理としたもの

3

（２）県の行政事務処理、その他に関するもの

（うち通報の有無にかかわらず是正措置を講じるなど、対応しているもの）

（うち通報の事実はあるが、違法又は不正・不当とは認められないもの）

処　理　状　況通　報　内　容
（教育委員会）・・・教育委員会で受理・調査・処理

　なお、通報に係る調査・処理結果を分類すると次のようになります。

（１）調査の結果、是正の必要がないもの

（３）調査を継続中としたもの

（うち通報内容が事実とは認められないもの）

（２）調査を契機に是正がなされた又は是正措置を講じたもの

件　数(件)
2

件　数(件)
電子メール2

2

①

通報者通報者

匿名
県民等

職員等

知事部局の前々月以前の通報に係る処理状況

1

　通報内容を分類すると次のようになります。

（１）職員の不正・不当な執務又は行為に関するもの

ある中学校の運動部顧問が、大会時、選手ではない応援
生徒の引率を、校長に相談なく独断で、他の教員に強要し
行っている。

所管する市町村教育委員会に回付し、調査した結
果、通報内容は事実でないことを確認した。

①②

計 2 電話

郵便・FAX
面談

教育委員会の通報の件数

②
和歌山県の公用車が指示器を出さずに割り込んできたの
で非常に危なかった。

調査の結果、通報の事実は明確に確認できなかっ
たが、公用車はもちろんのこと運転時には、無理
な運転はせず安全運転を心がけるよう、職場内で
注意喚起を行った。

計 2

2 教育委員会で受理した通報内容と処理状況


